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令和 ５ 年 度 事 業 報 告 書 

令和 ５ 年 ４ 月 １ 日から令和 ６ 年 ３ 月 ３１ 日まで 

 

                                                  特定非営利活動法人 アイエヌジィ 

１ 事業の成果 

本法人の設立２期目となる当年度は、令和５年２月１日に開所した就労継続支援 B型

事業所「そらいろのたね」において、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス

事業を実施した。 

農園内での園芸やブルーベリー摘み取りなどの軽作業の他、常緑多年草のタマリュウ

やブルーベリーなどの生産を行っている。 

また、環境学習として、鹿屋市を中心に、読み聞かせ学習や備品制作物に係る実演会等を開催

し、６００名を超える方々にご参加頂いたところである。 

障害児通所支援事業、放課後学童保育事業、及びスポーツの振興を図る青少年育成

事業については未実施となったため、来期以降の実施に向けて取り組む意向である。 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 事  業  内  容 
実 施 

日 時 

実 施 

場 所 

従事者 

の人数 

受益対象

者の範囲

及び人数 

事業費の 

金額（千円

） 

障碍者総合支

援法に基づく

指定障害福祉

サービス事業 

就労継続支援B型事業所

「そらいろのたね」の 

運営 

R05.04.01 

～ 

R6.03.31 

鹿屋市札元

2丁目3712

番地4 

7名 延べ 

1,244名 

11,796千円 

児童福祉法

に基づく障

害児通所支

援事業 

障害児通所支援事業 

計画のみ 

R05.04.01 

～ 

R6.03.31 

鹿屋市札元

2丁目3712

番地4 

0名 延べ  

0名 

0 

放課後学童

保育等の子

育て支援の

事業 

放課後学童保育事業 

計画のみ 

R05.04.01 

～ 

R6.03.31 

鹿屋市札元

2丁目3712

番地4 

0名 延べ  

0名 

0 



学術，文化，

芸術又はス

ポーツを通

じた青少年

健全育成事

業 

青少年サッカークラブの

運営計画のみ 

R05.04.01 

～ 

R6.03.31 

鹿屋市民 0名 延べ  

0名 

 

環境問題に関する読み聞

かせ・意見交換会 

R05.04.01 

～ 

R6.03.31 

読み聞かせグループへの委託に

より、田崎地区学習センター他

にて、合計12回開催。 

※事業の詳細は、（別紙１）の 

とおり 

99千円 

       

 (2) その他の事業  

 事 業 名      事    業    内    容    等 事業費の金額 

   

   

【作成上の留意点】 

1用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

2定款に定める事業について、その事業ごとに、事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人

数、受益対象者の範囲及び人数並びに支出額などがわかるように記載すること。 

3事業の成果については、実施した事業の具体的な内容及び成果を簡潔に記載すること。 

4事業名は、定款に記載された事業名で統一すること。 

5事業内容は、活動の具体的な内容がわかるよう記載すること。 

6受益対象者の範囲及び人数は、当該事業の「受益対象者」と「人数」のどちらも記載すること。人数

が不特定の場合は「不特定多数」と記載すること。 

7事業費の金額の合計は、活動計算書の事業費形と一致させること。 

8定款でその他の事業を規定しているが当該年度に事業を実施しなかった場合は「（２）その他の事業

今年度は実施せず」などと記載すること。 


